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【誤訳訂正書】
【提出日】平成26年7月28日(2014.7.28)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００６】
　この課題を解決するために、請求項１を特徴付ける特徴が使用される。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１０】
【図１】少なくとも部分的に繊維材料を使用して編み物品を製造するためのすでに提　　
案されている丸編み機を示す概略縦断断面図。
【図２】図１に図示の丸編み機を示す平面図であり、そこでは補助糸が省かれ、スピ　　
ニングデバイスが組み込まれている。
【図３】本発明による仕切り壁を備えた丸編み機を示す概略縦断断面図。
【図４】図３に示す仕切り壁に接続可能な種々タイプのドラフティングデバイスを示　　
す図。
【図５】図３に示す仕切り壁に接続可能な種々タイプのドラフティングデバイスを示　　
す図。
【図６】（ａ）、（ｂ）は、図３に示す仕切り壁に接続可能な種々タイプのドラフテ　　
ィングデバイスを示す図である。
【図７】（ａ）は、図３に示す仕切り壁に接続可能であるドラフティングデバイス要　　
素の挿入分の第１の実施形態を示す斜視図、（ｂ）は挿入部品の第２の実施形態を　　示
す斜視図、（ｃ）は挿入部品の第２の実施形態を示す平面図。
【図８】本発明による接線ベルトドライブを示す概略平面図。
【図９】図８に示す接線ベルトドライブのプーリを示す図、（ａ）、（ｂ）は図９　　に
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図示のプーリと関連付けられた補助ローラを示す図。
【図１０】（ａ）は図３に示す仕切り壁のセグメントを、第１の変形実施形態に従っ　　
てそこに取り付けられた一部のドラフティングデバイスから見た底面図、（ｂ）は　　第
２の変形実施形態による図１０（ａ）に対応する図。
【図１１】（ａ）は図１０（ａ）に図示のセグメントを示す概略平面図であり、そこ　　
では、垂直におよびセグメントの下方に配置されたドラフティングローラとギア部品　　
は鎖線で示され、水平ローラは省略されている、（ｂ）は第２の変形実施形態によ　　る
図１１（ａ）に対応する図。
【図１２】（ａ）はドライブユニットおよび図１１（ａ）に示すギア部品を示す概略　　
斜視図であり、そこでは仕切り壁セグメントが省かれている、（ｂ）は第２の変形　　実
施形態による図１２（ａ）に対応する図、（ｃ）は図１０（ａ）乃至図１２（ｂ　　）に
図示のドラフティングデバイス構成の入側ローラペア用のドライブユニットを示　　す前
面図、（ｄ）は図１２（ａ）中の矢印ｕ方向における図１０（ａ）乃至図１２　　（ｂ）
に示すドラフティングデバイス構成の折り畳みゾーンのドラフティングローラ　　用のド
ライブユニットを示す側面図、（ｅ）は図１０（ａ）乃至図１２（ａ）に示　　すドラフ
ティングデバイス構成の別のローラペア用のドライブユニットを示す図１２　　（ｄ）に
対応する側面図、（ｆ）は図１０（ａ）乃至図１２（ｂ）に図示のドラフ　　ティングデ
バイス構成の出側ローラペア用のドライブユニットを示す前面図、（ｇ　　）は図１２（
ｂ）中の矢印ｖの方向における図１０（ｂ）乃至図１２（ｂ）に示すド　　ラフティング
デバイス構成の折り畳みゾーンのドラフティングローラ用のドライブユ　　ニットを示す
側面図であり、そこでは実際には見えない平歯車（ｓｐｕｒ　ｗｈｅｅｌ）が図面の　　
平面上から９０度回転して示されている。
【図１３】図３に示す丸編み機の完全な仕切り壁を示す平面斜視図であり、そこにド　　
ライブユニットが取り付けられている。
【図１４】図１３に対応する図であるが、ドライブユニットを被覆しているカバリン　　
グが仕切り壁に取り付けられたあとの図である。
【図１５】本発明による仕切り壁セグメントの第２の例示実施形態を示す底面図であ　　
り、そこにはドラフティングデバイスペアが仕切り壁セグメントに取り付けられてい　　
る。
【図１６】本発明による仕切り壁セグメントの第２の例示実施形態を示す平面図であ　　
り、そこにはドラフティングデバイスペアが仕切り壁セグメントに取り付けられてい　　
る。
【図１７】図１５および図１６に示す多数の隣接セグメントを示す平面図である。
【図１８】図１５および図１６に示す仕切り壁セグメントを示す側面図である。
【図１９】図１８に示す仕切り壁セグメントを示す斜視図であり、そこでは３つの挿　　
入部品が設けられ、その１つは、各々のケースにおいて仕切り壁セグメントから取り　　
除かれた状態に置かれている。
【図２０】図１８に示す仕切り壁セグメントを示す斜視図であり、そこでは３つの挿　　
入部品が設けられ、その１つは、各々のケースにおいて仕切り壁セグメントから取り　　
除かれた状態に置かれている。
【図２１】図１８に示す仕切り壁セグメントを示す斜視図であり、そこでは３つの挿　　
入部品が設けられ、その１つは、各々のケースにおいて仕切り壁セグメントから取り　　
除かれた状態に置かれている。
【図２２】図３に図示の仕切り壁に接続されたノズルアセンブリを示す側面図である　　
。
【図２３】図３に図示の仕切り壁に接続されたノズルアセンブリを示す平面図である　　
。
【図２４】ノズルアセンブリの第２の例示実施形態を示す側面図である。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
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【訂正対象項目名】００３０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３０】
　ドラフティングローラ４４－４６を駆動するのに必要なドライブユニットは、その上方
に仕切り壁２６に取り付けられ、仕切り壁２６を通して関連ドラフティングローラ４４、
４５および４６に動作可能に接続されている。特に、仕切り壁２６を通り抜けるドライブ
シャフト４９は回転可能に仕切り壁２６上に配置され、前記ドライブシャフトは仕切り壁
２６の上方に平歯車５０を備え、仕切り壁２６の上方または下方で入側ローラペアＩの駆
動側（下部）ローラに結合されている。好ましくは同じく仕切り壁２６から突出していて
、中央ローラペアＩＩの下部ローラを形成しているドラフティングローラ用の別のドライ
ブシャフト５１には、平歯車５２が取り付けられ、プーリがその上方に位置する平面上に
取り付けられている。最後に、プーリ５５が、例えば、仕切り壁２６から突出したドラフ
ティングローラ４６用の別のドライブシャフト５４に取り付けられており、このドラフテ
ィングローラは出側ローラペアＩＩＩの下部ローラになっている。プーリ５３は、例えば
、第１のドライブベルトによって駆動され、プーリ５５は第２のドライブベルト（同じく
図示せず）によって駆動される。なお、これについては以下に詳しく説明されている。平
歯車５０、５２は変速ギア（図示せず）とかみ合っているので、第１のドライブベルトは
入側ローラ４４を同時に駆動し、平歯車５０、５２の歯数を選択することによって、事前
選択のプリドラフトをローラペアＩとＩＩの間に発生することができる。代替的に、２つ
の平歯車５０、５２は、連続歯付きベルトによって結合され、これらが同じ回転方向に駆
動されることも可能である。図４に図示していないローラペアＩ、ＩＩおよびＩＩＩの上
部ローラは、例えば、通常のプレスアーム（例えば、図２中の１９）に配置され、スプリ
ング力などによって下部ローラ４４、４５および４６を押し付けられているので、上部ロ
ーラは摩擦によって下部ローラによって回転されるようになっている。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３３】
　出側ローラ４６ａ、４６ｂに隣接して、好ましくは、基本的に閉じたハウジングからな
るノズルアセンブリ５９があり、そこには出側ローラ４６ａ、４６ｂに吹き付けることを
目とし、下述するエアノズル、さらにはばら繊維（ｌｏｏｓｅ　ｆｉｂｅｒｓ）用の抽出
チャネルおよびスピニングデバイス２１ａ、２１ｂ（図２参照）の空気圧撚り要素２２ａ
、２２ｂ用のエアサプライが別の機能部品として収容されている。ノズルアセンブリ５９
は下方に取り外し可能な挿入部品として構成することも可能であり、これは容易に取り外
せるように仕切り壁２６に接続されている。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３４】
　出側ローラ４６ａ、４６ｂは、同じように挿入部品に配置することも可能であり、この
挿入部品は別のカップリングでもってドライブシャフト５４に接続され、またはドライブ
シャフトから切り離されている。これとは対照的に、ペアＩの被駆動ローラは、図２と同
じように、丸編み機１の機械軸２７（図３）から半径方向に大きく離れているので、好ま
しくは、サイドにピボット回転可能であって、２つの個別プレスアームで置換可能でもあ
る共通プレスアーム（図示せず）上に置かれている。
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【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３５】
　図６ａに示すドラフティングデバイス８ｂの例示実施形態は図３に示すものとほぼ同じ
であるが、図５に示すものと異なるのは、４ローラの折り畳み（ｆｏｌｄｉｎｇ）ドラフ
ティングデバイス（ｆｏｌｄｉｎｇ　ｄｒａｆｔｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅ）として構成され
、これが、好ましくは、ドラフタスライバを処理するために使用される点である。この目
的のために、動作期間に水平になっている第１のペアＩのドラフティングローラ６１およ
びこれらと共に、プリドラフティングゾーンを形成し、同様に動作期間に水平になってい
る第２のペアのドラフティングローラ６２は、挿入部品６３の側壁に配置されている。図
５に示す挿入部品５６と同様に、挿入部品６３は容易に切り離されるように仕切り壁２６
に取り付けられ、ドラフティングデバイス８ｂからも、仕切り壁２６からも矢印ｚの方向
に下方に引き出すことが可能になっている。このようにして、ペアＩＩＩのドラフティン
グデバイス要素の後続のエプロンアセンブリの前面にあるエリアを完全に開放することが
可能であり、そこに出側ペアＩＶのドラフティングローラ６５が繊維材料の移送方向に接
続している。ペアＩＩＩとＩＶのドラフティングローラは、例えば、図５と同じように構
成され、配置されており、メインドラフティングゾーンを構成している。ペアＩＩとＩＩ
Ｉは折り畳みゾーンを構成し、そこではペアＩＩのドラフティングローラとペアＩＩＩの
ドラフティングローラ間の間隔は、特許文献２の同一出願人の別の先行出願で提案されて
いるように、第２のペアＩＩから出た繊維の流れが特徴的な方法でペアＩＩＩに折り畳ま
れるように選択されている。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５５】
　図７ｃは図７ｂの平面図である。点線の円は、弾性的に当接する関連上部ローラを含む
ドライブシャフト－メイン出側ドラフティングフィールドを示している。これらの構造部
品はベアリング１３８を介して仕切り壁２６に接続されている。ハウジング７１は図６ｂ
と同じようにドラフティングローラ１４３を収めており、ドラフティングローラ１４３は
確動カップリング（ｐｏｓｉｔｉｖｅ　ｃｏｕｐｌｉｎｇ）４０を介してドライブに接続
されている。
【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６５】
　図１２ａ、１２ｂに関連して図１０ａ、１０ｂの底面図が示すように、各セグメント２
６ａはドラフティンデバイス構成を有し、これは図６ａ、図６ｂに従って構成された２つ
のドラフティングデバイス８ｂから構成されているが、図１０ａ、１０ｂによる底面図で
は２つの下部ローラペアだけが示されている。従って、各ドラフティングデバイス８ｂは
２ペアＩの入側ローラ６１を含み、これらは別の２ドラフティングローラペアＩＩのロー
ラと共にそれぞれのプリドラフティングゾーン（６－１０折り畳みドラフト）を形成して
いる。そのあと、それぞれのエプロンアセンブリ６４が続き、これはペアＩＩのドラフテ
ィングデバイス６２と共に折り畳みゾーン（１０％折り畳み）を形成しているが、図面を
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単純化するために、図１２ａ、１２ｂにはドラフティングローラ８８だけが示され、関連
エプロン８９（図１０ａ、図１０ｂ）は示されていない。出側ローラ６５は終端を形成し
、これらの各々はエプロンアセンブリ６４とそのあとに続く可能性のあるノズルアセンブ
リ５９と共にメインドラフティングフィールド５９（例えば、２０－３０折り畳みドラフ
ト）を形成している（各ケースにおいて図６参照）。特に図１２ａと図１２ｂが示すよう
に、各々のセグメント２６ａについて、２つのかかるドラフティングデバイス８ｂは相互
に隣り合うように接続され、４つの編みシステムに必要な繊維材料を供給するドラフティ
ングデバイスを構成すると共に、共通ドライブ要素によって相互に接続されている。下部
ローラまたは駆動側ローラはそれぞれ図１０、図１０ｂおよび図１１ａ、図１１ｂには斜
線を付けて示されている。上述した説明によれば、これは所謂折り畳みドラフティングデ
バイスに関係するものであり、ここではペアＩとＩＩのローラはペアＩＩＩとＩＶのロー
ラに直交するように配置されているので、繊維材料は特徴のある方法でペアＩＩとＩＩＩ
のドラフティングローラの間で折り畳まれている。
【誤訳訂正９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００８７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００８７】
　図１２ｆはペアＩＶのドライブと動きを示している。これはどちらの変形実施形態（図
１２ａと図１２ｂ）の場合も同じである。２ペアＩＶ　１とＩＶ　２は別々に取り付けら
れ、駆動されるが、その他については設計が同じである。接線ベルト９６は、ドライブシ
ャフト５４に置かれ、下部出側ローラ１６５またはペアＩＶを表しているベルトホイール
ＺＲＩＶ／１を駆動する。ドライブシャフト５４は仕切り壁２６／２６ａ（図６ｂ）に固
定的に接続されたベアリング１３８内に設けられている。
【誤訳訂正１０】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００９２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００９２】
　図１３は仕切り壁２６の概略平面図を示し、この仕切り壁は完全にセグメント２６ａか
らなるか、あるいは一部品で、ここでは丸リング形状に構成され、複数のローラ７７、２
つのテンションローラ８４、ハウジング９９に収容され、ドライブモータ９２と９５を駆
動するドライブモータ９９、および隠れたドラフティングデバイス８ｂを備えている。さ
らに、図１３は、出側ローラ６５用のドライブベルト９６がそれと向き合う位置にあるプ
ーリ１００と直接に当接する変形実施形態を示し、そこでは、図８に示すように、出側ロ
ーラの他のプーリが第２のドライブシャフトを介して回転可能になっている。これは、例
えば、２０００ｒｐｍ－４０００ｒｐｍの速度で駆動される非常に早く回転するドラフテ
ィングローラに関するので、プーリ１００は、好ましくは、軸方向に一方が他方の上に位
置している３セクションを備え、そのうちの１つはドライブベルト９６を案内している。
他の２つのセクションに当接してさらに２つのドライブベルト１０１と１０２があり、こ
れは各々テンションローラ１０３または１０４上を走行するので、テンションローラ８４
について図８に示すように、その領域内においてプーリの一部と当接していない。
【誤訳訂正１１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００９６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００９６】
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　さらに図１５が示すように、フィーダ４３ａ、４３ｂに隣接してドラフティングデバイ
ス８ｃは、一方が他方の上に置かれたドラフティングローラ１０８と１０９の２のそれぞ
れペアＩとＩＩをもち、これらは図６に示すドラフティングローラ６１と６２に対応して
いるが、水平ではなく垂直に配置されている。さらに、２つのそれぞれペアＩＩＩとＩＶ
のドラフティングデバイス要素が存在し、これは、図６と同じように、一方が他方の上に
置かれた２つのエプロンアセンブリ６４を形成し、ドラフティングローラ１１０と２つの
出側ローラ６５は一方が他方の上に位置している。ローラ１０８ａ、１０９ａ、６５ａお
よびエプロンアセンブリ６４ａは強制的に駆動されるのに対し、その関連ドラフティング
ローラ１０８ｂ、１０９ｂ、６５ｂおよびエプロンアセンブリ６４ｂはそれぞれ駆動され
るドラフティングデバイス要素になっている。
【誤訳訂正１２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１０１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１０１】
　最後に、図１８－図２１は、上記説明と共に、少なくともペアＩＩＩ、ＩＶおよびＶの
ドラフティングローラは好ましくは、切り離し可能にセグメント２６ｂに取り付けられた
プルアウト（ｐｕｌｌ－ｏｕｔ）挿入部品１１２と１１３に取り付けられている。図１９
は、下方に引き出された挿入部品１１２を概略示す図であり、図２０は下方に引き出され
た挿入部品１１３を示している。代替的に、挿入部品１１２の代わりに、出側ローラ６５
ａ、６５ｂが図１９に破線で示すように、仕切り壁セグメント２６ｂに固定的に取り付け
ることもできる。
【誤訳訂正１３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１０２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１０２】
　図５を参照して詳しく説明したように、図１０と図１１および図１８－図２１にも示す
ように、それぞれのノズルアセンブリ５９は好ましくは繊維の移送方向に各ペアの出側ロ
ーラの背後に位置している。このノズルアセンブリ５９は下方に引き出すことができる挿
入部品として構成することも可能であり、図２１は引き出された状態を示している。
【誤訳訂正１４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１０５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１０５】
　図２２－図２３はノズルアセンブリ５９を示し、これは側面図で示すように仕切り壁２
６に接続されている。一方が他方の上に位置する２ペアの出側ローラ１１５は仕切り壁２
６の下方に位置している。そのあとに続くスピニングデバイス２１のノズルまたは撚り要
素２２（図２）は出側ローラペア１１５のガセット（ｇｕｓｓｅｔ）内に入り込み、仕切
り壁２６を通して活動状態の圧縮空気供給源１１６（ｐｕ）に接続されている。
【誤訳訂正１５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１０７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１０７】
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　吹き付けおよび吸入システムは出側ローラペア１１５から短い距離に置かれている。吹
き付け空気流が吸入チャネル１２０から放出されるよりも単位時間当たり少量の空気を放
出する場合には通気開口１２２が設けられている。吹き付け空気チャネルと関連吹き付け
空気スロット１１７および圧縮空気供給源１１６はノズルアセンブリ５９の一部になって
いるか、あるいはこれに接続されている。ノズルアセンブリ５９は、特に図２１に示すよ
うに取り外し可能に仕切り面２６に接続されている。
【誤訳訂正１６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１０９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１０９】
　本発明は上述した例示の実施形態に限定されず、種々の態様で変更が可能である。これ
は、特に、上述したプレスアームおよび挿入部品に適用され、この実施形態は、種々の方
法で変更が可能である単なる例を示したにすぎない、特に、挿入部品は、動作時に被駆動
ローラおよびエプロンを弾性的に押し付け、または駆動ローラおよびエプロンを空気力で
押し付けるために詳細に示されていない要素を備えることができる。特に、丸編み機の中
心軸から遠くに離れた機能部品の場合、横方向に引き出すことができる挿入部品を別に設
けることも可能である。さらに、明らかであるように、保守する必要があり、頻繁に交換
する必要のある機能部品は、これらが開いた位置にあるとき容易に交換できるような形で
、好ましくはプレスアーム、挿入部品にまたはピボット回転可能プレスアーム、挿入部品
などに取り付けられる。このために望ましいことは、可能な場合には、ローラと偏向要素
（例えば、図７中の７４）を一端だけに（カンチレバ）し、その自由端を下部または側面
に設けて、駆動側ローラの自由端側に望ましいように構成されているプレスアーム、挿入
部品などをピボット回転し、または引き出したあと少なくともエプロンが取り除かれるよ
うになっている。さらに、上述したドライブおよびギア要素も単なる好ましい例を示した
にすぎない。特に、望ましいことは、少なくとも非常に急速に走行する出側ローラ（例え
ば、図６中の６５）、ドライブシャフトおよびプーリ（例えば、図６中の５４、５５）を
結合することであり、これらは可能な限り短く軸方向に作用して、動き質量を低く保ち、
急速な加速と特に制動操作を可能にしている。例えば、歯付きベルトおよび歯付きプーリ
の代わりに、ドライブチェインおよびチェインホイールおよび／またはその他の要素をも
つチェインギアを設けることも可能であり、平歯車５０、５２などは、例えば、ベルトド
ライブで取り替えることができる。上述したカップリングは上記に表したのと異なる方法
で構成することができる。例えば、水平配置のドラフティングデバイス要素は螺旋ギアス
テージを介してドライブユニットに結合することもできる。さらに明らかであるように、
ドラフティングローラは、好ましくは通常のコーティングを備えているか、あるいは通常
の材料で作られ、特に上部ローラは都合よくフレキシブルなコーティングを備えている。
さらに、異なる構造部品を簡単な手作業で解放することを可能にする急速解放は、好まし
くは、ドラフティングデバイス構成および／または挿入部品を仕切り壁の下側に取り付け
るのに適している。仕切り壁と仕切り壁セグメントの形状は、個々のケースに応じて異な
る選択が可能であり、特に使用される丸編み機は、それぞれの丸編み機の設計に適応させ
る可能である。最後に、当然に理解されるように、上述し、図示したものとは異なる組み
合わせで異なる特徴を適用することが可能である。
【誤訳訂正１７】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
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　少なくとも部分的に繊維材料（１０、１１）を使用して編み物品を製造するための丸編
み機であって、機械軸（２７）、機械軸（２７）の周囲に分布された多数の編みシステム
（６）、前記編みシステム（６）の少なくとも一部に繊維材料を供給するドラフティング
ローラを備えたドラフティングデバイス（８、８ａ、８ｂ、８ｃ）およびドラフティング
ローラに作用状態で接続されてドラフティングローラを駆動するドライブユニット（２８
）を装備したものにおいて、機械軸（２７）に対して直角に配置されたにファイバタイト
の仕切り壁（２６）が設けられ、ドラフティングデバイス（８、８ａ、８ｂ、８ｃ）が前
記仕切り壁（２６）の下方に配置され、ドライブユニット（２８）が前記仕切り壁（２６
）の上方に配置され、ドライブユニット（２８）が前記仕切り壁（２６）を通して関連の
ドラフティングローラに結合され、繊維材料の移送方向においてドラフティングデバイス
の出側ローラ（１１５）の後で、ブロアーと吸引システムとを備えたそれぞれ１つのノズ
ルアセンブリ（５９）が仕切り壁（２６）に取り付けられていることを特徴とする丸編み
機。
【請求項２】
　ベースプレートまたはカムプレート（１７）を備え、仕切り壁（２６）は、機械軸（２
７）の周囲に分布され、ベースプレートまたはカムプレート上におよび／または地面上に
支持された多数の支持柱（１６）によって支持されていることを特徴とする請求項１に記
載の丸編み機。
【請求項３】
　仕切り壁（２６）は機械軸（２７）をリング形状にまたは円錐状に取り囲んでいること
を特徴とする請求項１または２に記載の丸編み機。
【請求項４】
　仕切り壁（２６）は、周方向にファイバタイトに互いに突き合わされる多数のセグメン
トから成っていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の、丸編み機。
【請求項５】
　仕切り壁（２６）は、上側にドライブユニット（２８）を包囲する閉じたカバリング（
３０）を備えていることを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の丸編み機。
【請求項６】
　カバリング（３０）は、機械軸（２７）へ向かって突出したカバリング要素（３１、３
２）によって補足されていることを特徴とする請求項５に記載の丸編み機。
【請求項７】
　ドラフティングデバイス（８、８ａ、８ｂ、８ｃ）は、設置された状態で機械軸（２７
）に平行に配置された軸を持つそれぞれ１つの出側ローラ（４６、６５）のペアを有して
いることを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載の丸編み機。
【請求項８】
　ドラフティングデバイス（８）に繊維用の吸引チャネル（３４ｂ）および汚れた断片用
の吸引チャネル（３４ｄ）が付属し、前記吸引チャネル（３４ｃ、３４ｄ）は中央抽出機
（３４）に接続されていることを特徴とする請求項１乃至７のいずれかに記載の丸編み機
。
【請求項９】
　ドラフティングデバイス（８ａ、８ｂ、８ｃ）はそれぞれ少なくとも２つの繊維材料（
１０、１１）を並列に供給することを目的とした二重ドラフティングデバイスとして構成
されていることを特徴とする請求項１乃至８のいずれかに記載の丸編み機。
【請求項１０】
　重なり合った２つのドラフティングデバイスおよび前記ドラフティングデバイスに平行
のさらに２つのドラフティングデバイスからなるが少なくとも１つのドラフティングデバ
イス構成を含んでおり、これらのドラフティングデバイスは共通の駆動要素（ＺＲＩ、Ｚ
ＲＩＩ／ＩＩＩ１、ＺＲＩＩ／ＩＩＩ２、ＺＲＩＶ１、ＺＲＩＶ２）を有しており、プリ
ドラフティンググループ（Ｉ、ＩＩ）は水平シャフト（６７）を有し、メインドラフティ
ンググループ（ＩＩＩ、ＩＶ）は機械軸（２７）に平行に立っている（垂直）シャフト（
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６５）を有していることを特徴とする請求項１乃至８のいずれかに記載の丸編み機。
【請求項１１】
　ドラフティングローラは少なくとも部分的に挿入部品（５６、６３、１１２、１１３）
内に配置され、挿入部品はカップリング（４０）によって切り離し可能に仕切り壁（２６
）に接続されていることを特徴とする請求項１乃至１０のいずれかに記載の丸編み機。
【請求項１２】
　少なくとも１つの挿入部品（５６）は、ドラフティングデバイスが４象限に置かれてい
る十字形状に構成されており、挿入部品（５６）は支持アーム（１３５）によって別の挿
入部品（６３）上にピボット回転可能に配置されていることを特徴とする請求項１１に記
載の丸編み機。
【請求項１３】
　少なくとも１つのドラフティングデバイス（８ｂ）は、支持アーム（１３２）と第１の
ピボットポイント（１３１）を介して仕切り壁（２６）上に直接にピボット回転可能に配
置された第１の挿入部品および支持アーム（１３２）と第２のピボットピン（１３４）を
介してピボット回転するように前記第１の挿入部品（６３）に接続された第２の挿入部品
（５６）を備えていて、前記第２のピボットポイント（１３４）は前記第１の挿入部品（
６３）の前部下隅に配置されていることを特徴とする請求項１２に記載の丸編み機。
【請求項１４】
　ドライブユニット（２８）は接線ベルトドライブとして構成され、ドラフティングデバ
イス（８）の出側ローラ（４６、６５）用の少なくとも１つのドライブユニットは少なく
とも第１と第２のドライブベルト（７８、８３）およびプーリ（７７、８１）の形体の多
数のドライブを含み、前記プーリは機械軸（２７）の周囲に分布されていると共に、少な
くとも部分的に重なり合った第１と第２のセクション（７７ａ、７７ｂ）を備えていて、
前記第１のベルトドライブ（７８）はプーリ（７７）の第１の部分の第１のセクション（
７７ａ）を接線方向に取り巻いており、前記第２のドライブベルト（８３）はプーリ（７
７、７１）の第２の部分の第２のセクションを接線方向に取り巻いていることを特徴とす
る請求項１乃至１３のいずれかに記載の丸編み機。
【請求項１５】
　ドライブベルト（７８）はドライブモータ（８０）のドライブプーリ（７９）に、およ
び第２のドライブベルト（８３）はテンションローラ（８４）に、それぞれ接線方向にお
よび交互に屈曲することなく取り巻いていることを特徴とする請求項１４に記載の丸編み
機。
【請求項１６】
　プーリ（７７、８１）の少なくとも一部は、第１および／または第２のドライブベルト
（７８、８３）用の関連補助ローラ（８５）を備えていて、前記補助ローラ（８５）はそ
れぞれのドライブベルト（７８、８３）の開始ポイントに、または開始ポイントの前に短
い距離を置いて配置されていることを特徴とする請求項１４または１５に記載の丸編み機
。
【請求項１７】
　ブロアーと吸引システムが出側ローラペア（１１５）と関連付けられたブロアーと吸引
開口（１１７、１２２）とを含んでいることを特徴とする請求項１乃至１６のいずれかに
記載の丸編み機。
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